
◎開発建築行為の手続フロー図（大木町開発建築行為に関する指導要綱） 

 

 

 事前協議、相談等  

              ↓  

 届 出 書 提 出  ･･･事業主等⇒町（建設水道課） 

            規則様式第１号（第２条関係） 

要綱様式第２号（第６条関係） 

                ↓ 

〔 調 整 会 議 〕 ･･･町（建設水道課・関係各課） 

                ↓ 

 覚 書 交 換  ･･･事業主等⇔町（建設水道課）             

                ↓ 

 標 識 設 置   ･･･事業主等 

  要綱様式第３号（第７条関係） 

      ↓ 

 工 事 着 手 届  ･･･事業主等⇒町（建設水道課） 

  要綱様式第４号（第８条関係） 

      ↓ 

 工 事 完 了 届  ･･･事業主等⇒町（建設水道課） 

            要綱様式第５号（第９条関係） 

                ↓ 

 検      査  ･･･町（建設水道課・関係各課）・事業主等 

              ↓ 

 工事完了確認書   ･･･町⇒事業主等（建設水道課） 

            要綱様式第６号（第 10条関係） 

↓ 

            公共施設の寄附手続  ･･･事業主等⇒町（関係各課） 

            

開発行為協議先 

 協議の内容 連絡先 

建設水道課 道路、水路、給水施設 0944-32-1064 

産業振興課（農業委員会） 農地転用、農振除外 0944-32-1063 

環境課 ごみ集積施設、下水施設 0944-32-1120 

総務課 消防水利、行政区 0944-32-1035 

生涯学習課 埋蔵文化財 0944-32-1047 

企画課 駐車施設 0944-32-1036 

大木町開発建築行為に関する指導要綱に基づく協議先の一覧です。 

【お問合せ先】 

大木町企画課 

三潴郡大木町大字八町牟田 255-1 

電話 0944-32-1064（直通） FAX0944-32-1054 

電子メール kensetu@town.ooki.lg.jp 
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協議書(写)添付 

 

申請書(写)添付 


